
岡崎市介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払いに関する要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、岡崎市（以下「市」という。）が行う介護保険法（平成９年

法律第 123 号。以下「法」という。）に基づく居宅介護住宅改修費及び介護予防

住宅改修費（以下「住宅改修費」という。）の支給を受ける居宅要介護被保険者

又は居宅要支援被保険者（以下「居宅要介護被保険者等」という。）の一時的負

担を軽減するため、住宅改修費の支給に係る受領委任払いの実施について必要な

事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  受領委任払いとは、市が居宅要介護被保険者等に対し住宅改修費を支給す

るに当たり、居宅要介護被保険者等が委任した住宅改修施工業者をその受取人と

し、市が当該住宅改修施工業者に住宅改修費を支払うことをいう。  

（対象者）  

第３条  受領委任払いを利用できる居宅要介護被保険者等は、法第 66 条から第 69

条までの規定に基づく保険料の滞納等による支払方法変更等の記載がない者とす

る。  

（受領の委任）  

第４条  受領委任払いを利用しようとする居宅要介護被保険者等は、住宅改修費の

支給に係る受領に関し、住宅改修施工業者にその権限を委任しなければならない。 

（登録の申請）  

第５条  この要綱による住宅改修費の支給に係る受領委任払いを受託する住宅改修

施工業者は、介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給及び岡崎市住宅改

修費助成事業に係る受領委任事業者登録申請書（様式第１号）に関係書類を添え

て市長に提出しなければならない。  

２  前項の登録申請をする住宅改修施工業者は、次の各号の要件をすべて満たす旨

の宣誓書を提出しなければならない。なお、この要件を満たさない旨が判明した

場合、市長は受領委任登録を取り消すことができるものとする。  

（１）過去１年以内に介護保険における住宅改修費の支給対象工事を行っている

こと。  

（２）介護保険における住宅改修費の支給対象工事内容について、十分な知識が

あること。  

（３）改修費用が適正な価格で行えること。  

（４）支給に係る申請を代理で行う場合、申請手続に係る留意事項を順守するこ

と。  

（登録の通知）  

第６条  市長は、前条の申請を受けたときは、住宅改修施工業者の受領委任登録に

ついて決定し、介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給及び岡崎市住宅

改修費助成事業に係る受領委任事業者登録決定通知書（様式第２号）により住宅

改修施工業者に通知するものとする。  



（支払）  

第７条  市長は、前条により受領委任登録を決定したときは、居宅要介護被保険者

等に住宅改修費を支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代

わり、受領委任事業者（住宅改修施工業者）に住宅改修費の支払いをすることが

できるものとする。  

（自己負担）  

第８条  住宅改修費の支給を受領委任払いにより受給する居宅要介護被保険者等は、

住宅改修費に要する費用（保険給付の対象となる費用部分に限る。）のうち、介

護保険負担割合証に記載された負担割合に応じた額を自己負担しなければならな

い。この場合において自己負担額に１円未満の端数があるときは、切り上げるも

のとする。  

（申請）  

第９条  居宅要介護被保険者等は、住宅改修費の支給を受領委任払いにより受給し

ようとするときは、あらかじめ介護保険居宅介護（介護予防）住宅改修費受領委

任払い支給申請書（様式第３号）に住宅改修必要理由書兼同意書及び改修費用の

見積書、改修前の日付入り写真・図面等を添えて市長に提出し、確認を受けなけ

ればならない。  

２  居宅要介護被保険者等は、事前確認を受けた内容に沿って住宅改修を施工後、

改修費用の領収書及び、改修費用の請求書、改修後の日付入り写真・図面等を提

出しなければならない。  

３  市長は、前項の書類の提出を受けた場合は、内容を審査して住宅改修費の支給

又は不支給を決定するものとする。  

４  市長は、前項による住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは、介護保険

償還払支給（不支給）決定通知書 [受領委任 ]（様式第４号）により居宅要介護被

保険者等に通知し、介護保険償還払支給（不支給）のお知らせ [受領委任 ]（様式

第５号）により受領委任事業者（住宅改修施工業者）に通知するものとする。  

（委任）  

第 10 条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。  

 

附  則  

この要綱は、平成 20 年 10 月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 25 年 10 月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 27 年８月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、平成 30 年８月１日から施行する。  

 


